国立大学法人　東北大学
ナノテク融合技術支援センター長　殿
ナノテク融合技術支援センター利用に関わる確認書
１．規定遵守
ナノテク融合技術支援センター（以下「センター」という。）を利用するにあたり、センター利用細則の規定を遵守します。
２．支払い
利用にあたり、利用料・消耗品費等が発生する場合、請求される料金を定められた時期に支払います。
３．報告書
　成果非公開事業の場合を除き、利用後は決められたフォーマットに従って成果報告書をセンターに提出します。ただし、特許申請等のために公開を一時的に（最長２年間）遅らせる場合は、その旨実施責任者に申し込み了解を得ます。
４．特許等の扱い
利用細則第１４条の規定に従い、センターと別途協議のうえ決定します。
令和　　　年　　月　　日
所属機関   :　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
申請者／職・氏名　:　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞　
研究期間   :　令和　　　年　　　月　　　日　～　令和　　　年　3　月　31　日（予定）
課 題 名   :　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
課題番号　 :　　　　　　　　　　　  
《請求書情報》　
※【微細構造解析分野】東北大学に所属する教職員・学生が利用する場合は、先端電子顕微鏡センター設備等使用申請・許可書のご提出を別途お願いするので、以下の記載は不要です。また、本学所属の共同研究者が費用負担する場合も記載の必要はありません。
※【微細加工分野】微細加工分野の請求書については、毎月、月末〆の翌月10日頃発行（発行日より30日以内支払い）です。
※【共通】東北大学に所属する教職員・学生が利用する場合は、利用料を負担する予算を管理している事務部局名を請求書宛名欄へご記載ください。（他の項目は入力不要です。）
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